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≪公社のモットー≫ 

「利用者とともに市民とともに」～利用者本位のあたたかいサービスの提供～ 

 

≪今年度のキャッチフレーズ≫ 

「更なる職員間の連携強化と公社の魅力発信」 

～相互理解を深め、働きやすい職場環境を共につくろう～ 

 

                                                   



 

1 

 

Ⅰ．事業・予算編成方針 

 

2024年(令和 6年)度は第 9期介護保険事業計画初年度にあたると共に、医療・介護・障害福祉

の報酬等が改定され、介護保険事業を中心とする公社にとっては事業経営面において大きな影響を

受けることが予想されたが、結果として、各事業所、係が一丸となり業務に邁進したことにより、公社

発足以来、過去最高の収入を得ることができた。収入増の要因は介護保険事業の報酬単価改定の影

響や、デイサービスを中心に利用者増、稼働率増に努めたことと、委託事業の拡充等があげられる。 

一方で、支出面については諸手当の増額等の処遇改善を図ったことと、新規事業等で職員数が増え

たことや、国の最低賃金の引上げにより、アルバイト職員の時給アップ等で、更なる人件費支出の増額

となった。また、年度途中の職員、アルバイト職員等の退職により欠員が生じている部署もあり、人材

確保については最重要課題となっている。 

 とりわけ職員の定着と育成が大きな課題であり、新人職員研修や産業医の協力の下、メンタルヘル

ス研修の開催やヒアリングの機会を設ける等、新人職員の定着化を図ると共に、職員全体には年間キ

ャッチフレーズ「職員間の連携強化と公社の魅力発信～高めようコミュ力！深めよう相互理解！～」を

掲げて、これらを実践するための行動指針（シン５Mission）を提示し、社内のコミュニケーションの活

性化を図るために、昨年度に引き続き、「NVC（非暴力的コミュニケーション）研修」を行い、NVCを職

場に定着させるためのプロジェクトを立ち上げ、メンバーを対象とした研修も実施した。更に、「働きや

すい職場環境づくり委員会」でのハラスメント防止に向けた職員アンケートや業務省力化・効率化に向

けた各種提案や福祉機器展への委員派遣等にも取り組んだ。 

対外的には昨年 7月に発足した「宇治市高齢福祉事業者等協議会」の事務局としての役割を果た

し、関係法人との定期的な意見交換を重ねて、課題となっている福祉人材の発掘と育成を宇治市と共

に各法人が団結してこれに取り組む方向性の確認により、今後の具体的な活動の進展が期待でき、毎

月の宇治市担当課との定例協議も含めて、関係機関との連携強化はより強固なものになっている。 

こうした状況を踏まえて、昨年度の成果や実績を糧に、2025年(令和 7年)度は中期経営戦略計

画の重点項目について一定の結論を出し、設立 30周年の節目である 2027年（令和 9年）度には

安定経営を目指して体質改善を図ることができるよう、中間年としての成果を引き出し、継続する課

題や新たな課題に対して、更に役職員が一丸となり法人の設立理念に則り、以下の重点項目に沿って

取り組んでいく。 

 

【重点項目】 

１．宇治市及び宇治市社会福祉協議会との協働パートナーとして地域福祉の推進に寄与し、公社の存

在価値を高める取り組み 

２．介護保険事業等の収益事業の安定化を図る取り組み 

３．中期経営戦略計画期間中(2023年度～2027年度)における重点施策への取り組み 

４．働きやすい職場環境づくりの更なる取り組み 
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Ⅱ．重点項目 

 

１．宇治市及び宇治市社会福祉協議会との協働パートナーとして地域福祉の推進に寄与し、公社の存

在価値を高める取り組み  

 

① 市内在宅保健福祉サービスを手掛ける先駆的な法人として、「利用者本位のあたたかいサービス

の提供」を実行する。 

② 指定管理を受けている地域福祉センターを活動拠点として地域住民から公社は地域になくてはな

らない存在であることをアピールするため、関係団体との協働による地域密着型事業の取り組み

を行う。 

③ 宇治市の協働パートナーとして宇治市担当課との定例協議を継続し、宇治市の介護保険等の施策

に対して専門セクターとして各種提案、提言を行い、宇治市と共に取り組む。 

④ 宇治市高齢福祉事業者等協議会の事務局としての役割を果たし、介護福祉業界の共通課題に対し

関係法人等との連携により取り組む。 

 

２．介護保険事業等の収益事業の安定化を図る取り組み 

 

① 介護保険等改正の内容を踏まえて法令遵守に則りつつ、利用者ニーズに的確に応えていけるよう

柔軟な発想でサービス提供を行う。 

② 安定経営と処遇改善を両立するために、安定した収入を得られるよう、事業毎に達成すべき数値

目標を設定する。 

③ 公社人材育成計画に則り、公社で働く職員が各々の専門性を遺憾なく発揮し、自信を持って業務

にあたれるよう、社内教育・研修に取り組む。特に新人育成についてはメンタルヘルス対策も含め

て万全を期する取り組みを行う。 

④ 提供する介護サービスの質の向上を目的に、全ての事業所において第三者評価の受診を行う。 

 

３．中期経営戦略計画期間中(2023年度～2027年度)における重点施策への取り組み 

 

① 障害者サービスの事業拡充について（ヘルプサービス係・障害者相談支援センター係） 

ヘルプサービスにおける介護保険と障害者自立支援のサービス提供割合（目標値）を定めて、障

害サービスの供給量を増やすことで、障害者サービス事業の拡充を図る。そのために引き続き障害

サービス専従のヘルパーの確保についても努める。 

 

② 居宅介護支援事業所の拠点集約化について（ケアマネジメント係） 

拠点集約化にあたっては市民の利便性を考慮し、いわゆるサテライト方式を中心に検討を進めて

きたが、これに関わらず今後の居宅介護支援事業及び介護支援専門員の動向を見定めながら、拠点

集約化の方法について検討し、許認可権をもつ宇治市と引き続き協議を行う。 
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③ 効率的で実効性のある組織の再編について（事務局総務係） 

総務係の人事配置を改めた上で、これまで事務局総務係内のプロジェクトで整理された課題に沿

って引き続き業務見直しを行う。 

 

④ 多様な働き方と定年後の再雇用について（経営会議） 

正規職員の定年延長については方向性が示されており、今後は 65歳定年後の働き方や、75歳 

以降の継続雇用の在り方について、職員の確保、定着と併せて年代ステージに応じた、安心して働

き続けられる労働条件等の整備を図る。 

 

４．働きやすい職場環境づくりの更なる取り組み 

 

①  「働きやすい職場環境づくり委員会」を中心に、ハラスメント防止に資する取り組みに重点的に取

り組む。 

② 職員間の円滑なコミュニケーションを図れるよう、「ES向上委員会」活動の充実や、職員の人権意

識の高揚を目的とした研修の開催等に取り組む。 

③ 引き続き業務省力化、改善のための ICT活用、介護機器導入について情報収集を行い、国の補助

事業等を活用し、必要な機器等の導入を図る。 

 

Ⅲ．部門別重点項目 

 

≪介護保険部門≫ 

「中期経営戦略計画」に位置付けられた、介護保険事業各部門において掲げられた目標及び年度毎

の達成目標の完遂のため、各々必要な措置を講ずると共に、四半期毎に成果を検証する。 

 

≪障害者総合支援法部門≫ 

ヘルプサービスにおける介護保険と障害者総合支援法のサービス提供割合（目標値）を定めて、障

害サービスの供給量を増やすことで、障害サービス事業の拡充を図る。そのために引き続き障害サー

ビス専従のヘルパーの確保についても努める。 

 

≪宇治市委託事業部門≫ 

宇治市の協働パートナーの立場を具体的に示す事業として、地域包括支援センターや介護予防事業

をはじめとする市委託事業の受託は公社の活動拠点である地域福祉センターの指定管理の維持継続

も含めて重要な事業である。よって、中・長期の視点に立って担当課と定期的な協議の場を設定し、専

門セクターの立場から積極的に市に提案を行う。 
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≪公社独自事業部門≫ 

人材確保が困難を極める中、「ほほえみ介護塾」は重要な事業であり、引き続き質の高い研修が提供

できるよう講師育成にあたり、ケアワークの技術の向上を図る。 

その他、介護保険外サービス（ほほえみサポート）については昨年度の計画で派遣体制の見直しを謳

ったが、当面の間、これまでの派遣体制を維持する。 

 

≪事務局総務部門≫ 

「中期経営戦略計画」に位置付けられた事務部門の課題解決に向けて、先ずは人事労務・給与・財務

等の事務作業の効率化、処理能力の確実性を図るための業務見直しに努める。 

併せて公社事務部門の、業務手順や経験の継承を中心に事務職員の育成にあたる。 

 

Ⅳ．理事会・評議員会の開催 

理事会は公社の業務執行決定機関として、必要な都度に開催されるものであるが、理事長、副理事

長、専務理事は 3 ヵ月に 1回以上、職務の執行の状況を理事会に報告することとする。 

また、定時評議員会は、毎事業年度終了後 3 ヵ月以内に開催することとする。 

 

理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊上記開催月以外に必要に応じて臨時開催する場合がある。 

評議員会 

＊上記開催月以外に必要に応じて臨時開催する場合がある。 

開催月 主    な    件    名 

5月 
2024年度（令和 6年度）事業報告について 

2024年度（令和 6年度）決算報告について 

8月 
2025年度（令和 7年度）第 1四半期までの事業進捗状況について 

2025年度（令和 7年度）第 1四半期までの事業収支実績について 

11月 
2025年度（令和 7年度）第 2四半期までの事業進捗状況について 

2025年度（令和 7年度）第 2四半期までの事業収支実績について 

1月 
2025年度（令和 7年度）第 3四半期までの事業進捗状況について 

2025年度（令和 7年度）第 3四半期までの事業収支実績について 

3月 
2026年度（令和 8年度）事業計画について 

2026年度（令和 8年度）収支予算について 

開催月 主    な    件    名 

6月 
2024年度（令和 6年度）事業報告について 

2024年度（令和 6年度）決算報告について 

3月 
2026年度（令和 8年度）事業計画について 

2026年度（令和 8年度）収支予算について 
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Ⅴ．組織図(令和 7年度) 
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Ⅵ．各種委員会の設置 

 

職員自らが公社の運営に参画し、達成感を実感できる魅力的な活動を目指した各種委員会を設置

し、引き続き各種の課題についての検討、実態把握、提案等取り組む。 

 

【委員会の名称と主な役割】 

 

◆地域密着型事業推進委員会  ※事業所ごとに実施 

 

・地域密着型事業の企画、提案、実施に関すること。 

 

◆ＣＳ向上委員会 

 

・公社サービス利用者（顧客）の満足度を高めるための調査、各種提案、見直しに関すること。 

・サービス提供に関するマニュアルの見直し、再整備やサービス満足度調査等の実施をはじめ、サー

ビス向上の様々な提案、企画に関すること。 

・事故、苦情、サンクスレポート及びヒヤリハット報告の取りまとめ、分析、周知に関すること。 

・カスタマーハラスメント対策マニュアルに関すること。 

 

◆広報委員会 

 

・情報誌「ぽっぽ」の編集発行をはじめ、ホームページ、ブログ、SNS等の広報媒体を活用した公社及

び各事業所の対外的な広報活動に関すること。 

・公社事業の魅力発信に関すること。 

 

◆ＥＳ向上委員会 

 

・職員の満足度を高めるための働きやすい職場環境づくりと、そのために必要な職員相互理解、社

内親睦企画、社内報の作成等に関すること。 

・職員満足度調査に関すること。 

 

◆働きやすい職場環境づくり委員会 

 

・各現場における業務負担の軽減等見直しのための調査、提案に関すること。 

・各種ハラスメントの防止等、職員間の人権意識向上に関すること。 

・ダブルワークや短時間勤務等、公社における多様な働き方についての調査、提言に関すること。 

 

 



 

7 

 

Ⅶ．事業構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公社独自で実施する事業 

○介護保険外訪問介護サービス（自主サービス） 

○介護技術習得・介護ボランティア養成サービス 

○調査研究に関する事業 

○知識の普及啓発に関する事業 

○相談に関する事業 

 

   
介護保険法に基づき実施する事業 

○居宅介護支援事業 

○介護予防支援事業 

○訪問介護事業 

○介護予防・日常生活支援総合事業 

（訪問介護相当サービス・生活支援型訪問サービス・通所介護相当サービス・短時間型通所サービス） 

○通所介護事業（通常規模型・認知症対応型） 

○介護予防認知症対応型通所介護事業 

障害者総合支援法に基づき実施する事業 

○居宅介護事業 

○移動支援事業 

○障害者相談支援事業 

 

 

 

宇治市から委託を受けて実施する事業 

○健康増進法による事業 

○一般介護予防事業  

○短期集中予防サービス（通所型・訪問型） 

○地域リハビリテーション活動支援事業 

〇高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 

○地域包括支援センター運営事業 

○初期認知症総合相談支援事業 

○認知症の人にやさしいまち・うじ事業 

〇脳活性化事業 

○地域福祉センター管理運営事業           

○生活支援体制整備事業 

○乳児子育て世帯訪問支援事業 

〇子育て世帯訪問支援事業 

〇福祉人材研修事業 入門的研修事業（予定） 

宇
治
市
福
祉
サ
ー
ビ
ス
公
社 

福祉情報センター 

地域包括支援センター 

介護予防サポートセンター 

西・東・広野事業所 
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Ⅷ．定款第 4条に基づく事業概要 

 

公社独自で実施する事業 

 

（１）自主的な在宅保健福祉サービスの提供に関する事業 

 

① 介護保険外訪問介護サービス（自主サービス「ほほえみサポート」） 

この間、家事援助サービスの名称で介護保険制度では対応できないサービス（介護保険対象外の家

事支援、病院内での見守り、介助等）を、公社の独自サービスとして実施する。 

病院内での見守り、介助支援を中心としたサービスをヘルプサービス係で、その他の介護保険対象

外サービスについては、福祉情報センターが所管する「ほほえみサポート」がこれにあたる。 

 

② 介護技術習得・介護ボランティア養成サービス  

介護職員初任者研修課程「ほほえみ介護塾」を開催し、修了者を対象に就労支援研修費制度を設け

て、公社への就労についても積極的に働きかける。 

また、移動支援従事者養成研修等、新たな資格取得のための研修事業の開催に向けて取り組む。 

 

（２）在宅保健福祉サービスの調査研究に関する事業 

 

在宅保健福祉サービス全般について、宇治市並びに宇治市社会福祉協議会等の関係機関と連携し、

ニーズの調査に取り組むとともに、新たなサービスの開発等に向けて研究する。 

 

（３）在宅保健福祉サービスについての知識の普及啓発に関する事業 

 

公社の事業紹介や介護保険・福祉情報を掲載した情報誌「ぽっぽ」を年 2 回発行するとともに、ホー

ムページや外部 SNSを利活用したリアルタイムの広報、情報発信に努める。 

また、地域団体等からの要請に基づき、各種講習会や研修講座等へ職員を派遣し、在宅保健福祉サ

ービスについての知識の普及・啓発を行う。 

地域密着事業（「地域福祉のつどい」や「コミュニティカフェ」等）については、地域団体等の協力を得

て開催する。 

 

（４）在宅保健福祉サービスについての相談に関する事業 

 

宇治市並びに宇治市社会福祉協議会等と密接な連携を図り、市民からの在宅保健福祉サービスの

利用に関する相談等に応じる。 
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介護保険法に基づき実施する事業 

 

（５）居宅介護支援、介護予防支援に関する事業 

 

要支援・要介護認定を受けた方からの相談に応じ、本人の意向や心身の状態等を十分に考慮した居

宅サービス計画（ケアプラン）の作成にあたる。 

また、ケアマネジャー一人当たりの 1ヵ月の給付管理件数を39件と設定し、新規ケースの開拓等で

安定した給付管理件数を確保し、一人当たり給付管理件数上限 44 件のマネジメントが実行できるた

めの、環境整備を図る。 

 

（６）訪問介護、訪問介護相当サービス、生活支援型訪問サービスに関する事業 

 

要支援・要介護の利用者に対して、ホームヘルパーを派遣し、利用者が住み慣れた居宅において、可

能な限りその有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう、身体介護や生活援助等の生活全

般のサポートをする。そのために事業の要であるホームヘルパーの安定的な確保に努めるために、ヘ

ルパーの健康増進や教育・研修の機会を通して末永く勤務いただけるよう取り組む。併せて ICT 活用

等、業務効率化、能率化を図ることで、管理体制の業務省力化を目指す。 

 

（７）通所介護（通常規模型・認知症対応型）、通所介護相当サービス・短時間型通所サービスに

関する事業 

 

要支援・要介護の利用者に対して、通所による入浴、食事、機能訓練等の各種サービスを提供し、心

身のリフレッシュを図ると共に、介護予防、心身機能の維持、向上、自立支援、社会参加に資するサー

ビスを心掛ける。 

公社デイとしてのサービス提供の共通指針を設けつつ、各事業所における特色づくりを行い、多様

なニーズに対応できるようにすることで充足率、稼働率の向上につとめる。 

 また、リハビリデイサービスぽっぽ中宇治については昨年 10 月より土曜日の営業を開始し、当初の

計画通り週 6日営業となったので、各曜日ともに充足率 100%を目指す。 
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障害者総合支援法に基づき実施する事業 

 

（８）障害福祉サービスに関する事業 

 

① 居宅介護事業 

利用者に対して、ホームヘルパーを派遣し、利用者が住み慣れた居宅において、可能な限りその有す

る能力に応じた日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うと共に、障害種別、特性に応じた

質の高いサービス提供ができるよう、サービス提供責任者、ヘルパーの教育・研修を行う。 

 

② 移動支援事業 

 屋外での移動が困難な利用者に対して、利用者が社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の

社会参加のための外出に際し、その移動の支援を行う。 

 これらのニーズに対応できるよう、移動支援にあたる従事者の確保・養成について検討する。 

 

③ 障害者相談支援事業 

相談支援専門員が利用者に対して、住み慣れた居宅において可能な限りその有する能力に応じた

日常生活を営むことができるよう必要な支援を行う。 

また、相談支援専門員一人当たりの 1 ヵ月の継続サービス利用件数を 39 件と設定し、新規ケース

の開拓等で安定した利用者数を確保する。   

 

 

宇治市から委託を受けて実施する事業 

 

（9）宇治市からの在宅保健福祉サービスに関する受託事業 

 

① 健康増進法による事業 

40 歳以上の心身機能が低下している方を対象に、機能の維持改善のための運動指導や日常生活

動作指導等、介護予防の普及・啓発を行う。 

１） 訪問指導事業 

 

② 一般介護予防事業 

65 歳以上の高齢者を対象に、主に運動器の機能向上に関する指導、認知機能の活性化のための積

極的なサポートを行う。 

１）セルフパワリハ      ＜広野地域福祉センター＞ 

２）パワリハトレーニング教室 ＜広野地域福祉センター・黄檗体育館＞ 

３）スロートレーニング教室  ＜西小倉・東宇治・広野各地域福祉センター等＞ 

４）あたまイキイキ教室  ＜うじ安心館・小倉デイホーム・平盛デイホーム・市内集会所等＞ 
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③ 短期集中予防サービス 

（通所型）＜広野地域福祉センター・東宇治地域福祉センター＞ 

総合事業として、体力の改善に向けた支援や ADL・IADLの改善に向けた支援等が必要な方に対し、

状態改善の達成を目指す期限（原則3ヵ月程度）を明確に設定して、保健・医療の専門職が、要支援者・

事業対象者の機能低下（運動機能・栄養状態・口腔機能・認知機能の低下）の状況に応じて、集中的に

通所型予防サービスを提供する教室を開催する。 

（訪問型） 

総合事業として、体力の改善に向けた支援や ADL・IADLの改善に向けた支援等が必要な方に対し、

状態改善の達成を目指す期限（原則6ヵ月程度）を明確に設定して、保健・医療の専門職が、要支援者・

事業対象者の運動機能低下の状況に応じて、集中的な訪問による予防サービスを提供する。 

 

④ 地域リハビリテーション活動支援事業 

地域の介護予防の場に専門職を派遣し、助言指導等を行う。 

 

⑤ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 

宇治市が実施する地域団体に向けて専門職を派遣する事業のうち、運動器向上にかかるプログラム

に専門職を派遣する。 

 

⑥ 地域包括支援センター運営事業 

地域の総合相談窓口として、地域のネットワークづくりを目指すとともに、介護支援専門員への助言

や指導、権利擁護、介護予防ケアマネジメント等に取り組む。 

また、担当する生活圏域へ積極的に出向き、地域福祉の課題を把握して、住民や各種関係機関との

共有を図るための小地域包括ケア会議の開催に向けて取り組む。 

 

⑦ 初期認知症総合相談支援事業 

初期認知症の人や家族に対し、状況に応じた適切な医療、介護等との連携を図るとともに、必要と

なる社会資源等を構築することを目的に実施する。昨年度は西宇治圏域を担当する認知症コーディネ

ーターが増員されたので、圏域のモデル事業に引き続き取り組む。 

 

１) 認知症コーディネーターを設置し、初期認知症が疑われる方を主として、本人と家族に対し、医療、

介護及び生活支援を行うサービス事業者等と連携を図るトータルコーディネートを実施 

２) 認知症対応型カフェの企画・運営 

３) 認知症サポーター養成、キャラバンメイトフォローアップの実施 

４) 家族支援プログラムのフォローの実施 

５) 認知症初期集中支援チーム事業 

 

 

 

 



 

12 

 

⑧ 認知症の人にやさしいまち・うじ事業（宇治市認知症アクションアライアンスれもねいど） 

「認知症の人にやさしいまち・うじ」の市長宣言の実現を目指し、認知症を「自分のこと」として捉え、

市民一人ひとりが認知症を正しく理解し、相手を思いやるやさしさをもって、自分のできるアクション

を起こしていく『宇治市認知症アクションアライアンス“れもねいど（Lemon‐Aid）”』の事務局を担う。 

 

⑨ 脳活性化事業 

地域において認知症の正しい理解を広げ、自主的に介護予防に取り組んでいただくために、認知症

についての情報提供や、体操、レクリエーション等を行う教室を包括圏域ごとに月 2回実施する。 

 

⑩ 地域福祉センター管理運営事業 

指定管理者として、西小倉地域福祉センター、東宇治地域福祉センター、広野地域福祉センターにか

かる管理運営を受託し、今後も公社が指定管理者としての評価を受け、継続した管理運営を受託でき

るよう、運営協議会や地域関係団体等との積極的な関わりを通じて高齢者福祉のみならず多様な地

域ニーズに応えられる地域福祉拠点を目指した取り組みを行う。 

 

⑪ 生活支援体制整備事業 

総合事業で、高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的とし、地域におい

て、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たすことを役割と

する「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」を配置して 1 層協議体業務（全市を対象）と

2層協議体業務（中宇治圏域・西宇治圏域）に取り組む。 

 

⑫ 乳児子育て世帯訪問支援事業 

訪問による家事支援事業を受託し、介護福祉士のホームヘルパーを派遣する。 

 

⑬ 子育て世帯訪問支援事業 

子どもの養育環境に課題のある家庭等（ヤングケアラーを含む）への家事・育児等の支援のため 

ホームヘルパーを派遣する。 

 

⑭ 福祉人材研修事業（入札参加予定） 

福祉人材研修事業を企画・実施する。 

 

⑮ 入門的研修事業（入札参加予定）  

入門的研修を企画・実施する。 


